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【R７年度 巡回拠点やなぎだの概要】    
 

１．巡回拠点やなぎだの教育目標 

・人権尊重の教育を基本に、障害特性や障害理解に基づく教育の充実をめざす。 

・一人一人の実態やニーズに応じ、児童の可能性を伸長、拡大する教育支援をめざす。 

 

２．教育目標を達成するための基本方針 

・抱える困難さの状態や障害特性を考慮した教育課程を編成し、教育内容の充実を図る。 

・行動観察・心理検査等のアセスメントに基づき、担任と協力して連携型個別指導計画を作成し、長期的、     

短期的な計画に基づいた指導プログラムの構築を図る。 

・指導の効果を在籍学級で般化できる適応力の育成をめざす。同時に、在籍学級と連携して、般化しやす 

い環境や条件を整える。 

・家庭・在籍校および外部専門機関等の児童を取り巻く支援者と連携を図りながら、相互の共通理解のも 

とで指導効果の向上および目標の達成をめざす。 

 

３．巡回拠点やなぎだの主な指導内容 

・自己理解や他者理解を深め、人間関係の形成の基礎となる社会性を育む。 

・他者とのかかわりの基礎となるコミュニケーション能力の向上を図る。 

・学校生活に必要な知識、スキル等の獲得を図る。 

・自尊感情の向上に努め、情緒の安定を図る。 

・感覚や認知の特性に応じた指導に努める。 

 
４．指導の形態 

 ・特別支援教室での個別指導と、教室内の観察、支援 

 
５．「特別支援教室」の対象児童について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

主として、発達障害である自閉症や注意欠陥多動性障害・選択性かん黙などのある子供を対象としていま

す。行動面ではさほど目立たなくても、発達に偏りがあり、学習や学校生活に困っている子も対象になり

ます。特別支援教室の基準はおおむね次の通りです。 

 

自分の気持ちが 

上手く伝えられないよ 
すぐにカッとしたり、嫌にな

ってやめちゃったりするんだ 

 

 

特別支援教室で 

個別学習 

 
どうしても手いたずらや 

よそ見をしちゃうんだ 

 

漢字、たくさん練習しているの

に覚えられないよ 

 

 
なんだか、 

今までよりできるように

なったよ！ 

勉強が楽しくなった！ 

マスに字が入らないよ 

黒板の字を写すのに、 

時間がかかるよ 
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（１）校内 特別支援委員会 
 

児童への支援レベル                「特別支援教室運営の手引き」より 

支援レベル１ 担任等が、巡回指導教員や心理士等の助言に基づいた、指導法の工夫等をおこなう 

ことにより、児童・生徒が抱えている困難さへの対応が可能と思われる程度。    

支援レベル２ 校内・外の人的資源等を活用することにより、児童・生徒が抱えている困難さへの 

対応が可能と思われる程度。 

支援レベル３ 特別支援教室での特別な指導が必要と思われる程度。 

                             

 
（２）北区 特別支援委員会 
 

区特別支援委員会 要巡回の条件 

校内委員会での合
意がある 
 

① 校内委員会で支援レベルに基づいて、学級や学校内での支援を検討し実践する。 

② 校内委員会で合意する。 

③ 保護者の希望がある。 

週 1 回 1 時間の
指導による効果が
ある 

① 在籍校において、学習・生活・行動・社会性、コミュニケーション等に困難が見

られ、かつ特別支援教室での指導による効果が見込まれる。 

② 提出書類（観察、体験、面談等）と発達検査の結果により、判断される。 

知的水準が一定レ
ベルある 
 

心理発達検査（WISC-Ⅳ）の全検査 IQ がおおむね７５以上の児童。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
巡回指導の申請へ 
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６．特別支援教室を利用する際の手順 

※申請書類は、公開フォルダ（教育振興部・教育総合相談センター）でご確認ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

校内支援委員会 

支援レベル１・２・３の判断と 

校内支援方法の検討 

保護者・学校 

巡回指導相談申込書（特１）を提出 

巡回拠点やなぎだ 

 

巡回指導についての所見（特３）を提出 

□保護者面談（確認書の口頭説明） 

□個別の体験授業（３回） 

□在籍学級での授業観察 

□担任と話し合い、指導目標の具体化 

□指導方針をまとめる 

 

教育総合相談センター 

 

□特２を学校経由で児童に渡す 

□発達検査 

※過去に受けたことがある場合に

は、必要ないこともある。 

※教育総合相談センターから保護

者へ連絡。 

 

区の特別支援委員会での審議（月 1 回予定） 

巡回指導の開始（原則１年間） 

□教育課程の作成、学校が区へ提出 

□連携型個別指導計画の作成 

週 1 時間（年間３５時間）で 

指導目標の達成を目指す 

① 学校・学級での支援方法・配慮事項
の検討 
 

② 担任の支援や配慮の実践の結果の報告 
 
③ 巡回教員、心理士、SC などの授業

観察による見立て 
 

④ 校内委員会での巡回指導の合意 
 
⑤ 保護者の希望の確認 

確認書の提出 

□保護者が署名 

□学校が２週間以内に区へ提出 

校内支援委員会 

１０月来年度の支援の方策を検討 → 退級 

→ 継続の場合は、指導目標の見直し 


